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万

治

革

命

の

過

程

前
節
ゼ
わ
れ
わ
れ
は
、
反
草
命
勢
力
の
側
に
絶
封
王
制
、
也
管
貴
族
、
関
数
曾
お
よ
び
そ
の
他
の
封
建
的
諸
身
分
が
立
つ
で
お
り
、
革

命
勢
力
の
側
に
は
、
新
貴
挨
・
プ
ル
d
d

ョ

7
ジ
l
お
よ
び
「
人
民
」
と
W
う
「
一
一
つ
の
分
派
」
が
帯
在
し
た
こ
と
を
み
た
。
己
こ
ゼ
は
、

こ
の
革
命
勢
力
の
諸
分
沃
が
、
革
命
の
過
程
ゼ
ど
白
上
う
に
登
場
す
る
か
、
と
〈
に
、
そ
の
指
導
と
同
盟
の
ど
の
よ
う
左
あ

p
か
た
が
、

本
命
の
各
段
階
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
か
、
を
取
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

一
八
四
四
年
r
z
y
グ
ル
ス
は
、

「

7

ォ
ル
ず

ι

ル
ツ
』
紙
上
白
一
論
文
て
、
イ
ギ

H
ス
革
命
を
フ
ラ

Y

ス
革
命
と
比
較
し
た
が
ら
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
λ

で
憲
治
制
定
議
曾
、
立
法
議
曾
、
園
民
会
曾
と
L
r
Lあ
ら
わ
れ
た
三
円
一
の
段
階
は
、

憲
主
制
か
ら
民
主
制
へ
、
軍
事
的
事
制
ヘ
、
主
政
復
古
へ
、
そ
し
て
巾
庸
茸
命

(
H
E
Z
E
E
-
E邑
EE)
へ
の
推
移
は
、
イ
ギ
リ
ス
寧
命
で
も
は

づ
き
り
と
き
わ
だ
っ
て
見
え
る
。
ジ
ロ
ン
ド
党
、
山
獄
党
、
よ
エ
ベ
ー
ル
涼

1
バ
プ
1
フ
汲
と
に
針
描
出
す
る
も
の
は
、
長
老
波
(
p
o
v
F
1
自
由
明
)
と

『
長
期
議
曾
』
で
も
た
や
す
く
み
わ
け
ら
れ
る
。
立

濁
立
波

(
F
n
F占
食
品
目
F
)

と
レ
グ
品
一
一
ラ
1
9ス
(
同
量
生
日
)
と
で
あ
る
」

(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
9
ス
の
扶
態
』

l
選
集
補
巷
豆
、
八
九
頁
)
。

マ
ル
ク
ス
u

Z

ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
D
ス
車
命
諭
科

第
七
十
七
巻

四
六
九

第
六
披

四
九



マ
ル
ク
ス
H

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
y
ス
革
命
論
付

第

六

銃

五

0

1
 

エ
ン
ゲ
ル
ー
を
手
が
か
り
に
し
て
、
革
命
の
過
程
を
三
つ
の
段
階
に
わ
け
一
匂
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ト
立
憲
君
主
制
関
手
の

〕

時
期
、
二
民
主
制

1
共
和
制
闘
争
白
時
期
、
三
軍
事
的
専
制
か

b
「
中
庸
革
命
」
へ
の
時
期
ど
あ
る
(
草
命
の
段
階
冊
分
に
つ
い
て
は
、
堀

〔

〔

江
英
一
『
西
洋
経
済
見
』
一
六
八
頁
民
下
参
照
)
。

第
七
十
七
巻

四
七
O

革
命
の
過
程
に
入
る
に
さ
き
だ
っ
て
、
革
命
の
準
備
期
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
く
己
と
が
必
要
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、

イ
ツ
農
民
戦
争
』
(
選
集
第
十
六
巻
町
牧
)
白
な
か
で
、
十
六
世
相
に
「
市
民
的
反
封
派
と
農
民
的
・
平
民
的
反
封
訳
と
白
封
立
」
と
し
て

戸『

あ
ら
わ
れ
た
も
の
が
、
ド
イ
ツ
革
命
に
あ
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
「
人
民
」
の
封
主
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
と
を
指
摘
し
、
〕
む

代
世
曾
生
誕
の
杢
運
動
を
つ
ら
ぬ
く
反
封
建
闘
品
干
の
と
の
こ
つ
の
系
譜
が
、
イ
ギ
リ
ス
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
グ

H
フ
樹
ジ
ョ

γ
・
ボ

ー
ル
に
そ
の
先
駆
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
(
前
掲
害
二
四
l
主
頁
参
照
)
o
z
y
グ
ル
ス
の
己
の
闘
角
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
に

さ
さ
だ
っ
時
期
に
、
間
需
の
き
わ
だ
っ
た
こ
つ
の
流
れ
を
直
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

一
六
二
五
年
の
五
騎
一
二
時

件

2
2
0
F
w
m
F
J
Z
)、
二
八
午
の
権
利
訴
願

(E吾
首
色
目
白
宮
)
、
二
九
年
の
エ
リ
オ
ッ
ト
ら
の
投
獄
、
三
七
年
白
ハ
ン
プ
デ
ン
に

よ
る
船
舶
税
担
否
へ
と
つ
づ
く
、
新
貴
族
・
フ
ル
ジ
ョ

7
3
l
の
主
と
し
て
議
曾
を
中
心
と
し
た
抵
抗
の
系
譜
と
、

F
Y
に
お
け
る
徒
弟
運
動
の
激
化
と
時
を
同
じ
く
し
て
起
っ
た
ミ
ッ

F
ラ
ン

F
の
農
民
降
起
に
は
じ
ま
り
、

一
六

O
七
年
ロ
ン

一
四
年
の
す
ィ
ル
ト
シ
ャ

ー
の
織
匠
暴
動
、
一
六
年
の
イ
ー
ス
ト
・

7
y
グ
リ

7
の
農
民
紛
争
、
二
九
年
の
南
西
部
の
農
民
蜂
起
、
三
二
年
、
三
三
年
、
三
六
年
、

竺
八
年
、
一
一
一
九
年
と
終
裂
す
る
農
民
紛
争
、
四
の
年
の
一
共
同
地
を
め
ぐ
る
暴
動
と
ロ

Y
F
Y
民
裁
の
反
政
府
デ
そ
に
い
た
る
、
都
市
騒

、
、
.
、
、
、
.
、
、
、
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、

援
と
農
民
一
時
間
の
形
態
を
と
っ

JF
「
人
民
」
抵
抗
の
系
譜
と
で
あ
る
(
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
縞
・
式
暢
夫
書
寸
イ
ギ
D
ス
草
命
年
表
』

i
紹
神
論
叢

は 七
六
巻
ニ
・
四
鵠
多
照
)
。
ェ

y
グ
ル
ス
は
、
「
封
建
的
束
縛
か
ら
の
解
放
と
封
建
的
不
平
等
の
排
除
に
上
る
法
的
平
等
の
樹
六
と
の
要
求

・
T
-
業
と
商
業
と
の
利
径
の
た
め
に
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
己
白
?
な
ひ
平
等
な
権
利
は
多
数
の
農
民
の
た
め
に
も
要
求



ざ
れ
ざ
る
を
え
左
か
っ
た
」

(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
反
デ
ュ

1

リ
ン
グ
論
』

l
選
集
第
十
四
巻
一
二
九
頁
)
と
述
べ
て
、

雨
者

ω関
連
を
暗
示
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
方
向
か

b
の
闘
守
の
総
践
の
う
え
に
、

一
六
四

O
年
十
一
月

ω長
期
議
曾
開
曾
か
ら
、
事
態
は
革
命
に
入

る。
工

革
命
白
進
行

!
l立
憲
君
主
制
闘
争
ま
た
は
長
老
汲
と
濁
立
汲

エ

Y
ゲ
ル
ス
の
指
摘
す
る
と
治
担
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
は
、

7
ラ
Y

ス
革
命
同
様
、
ま
ず
議
曾
の
闘
争
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
マ
ル
ク
ス

復
活
」
て
あ
り
、

は
、
己
の
二
ワ
の
革
命
に
掃
け
る
議
曾
白
昼
(
な
る
性
格
に
注
目
し
℃
い
る
o

そ
れ
は
「
ン
ラ
ン
ス
革
命
山
第
一
歩
が
、
三
部
曾
の

「
蕎
法
と
諸
身
分
に
基
礎
を
治
〈
奮
君
主
制
の
風
俗
習
慣
を
、

一
個
白
描
型
車
と
し
て
の
絶
封
王
制
に
抗
し
て
、
擁
護

ず
る
」
議
舎
で
あ
っ
た
り
に
封
し
、

世
が
議
曾
に
反
抗
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
財
政
心
躍
続
的
な
困
難
に
よ
ヲ
℃
、
却
っ

τま
F
主
計
ノ
モ
白
従
属
下
に
陥
コ
た
」
よ
う
な
、

相
調
的

K
強
力
な
、
著
し
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
の
濃
厚
な
議
舎
で
あ
コ
た
と
い
う
黙
で
あ
る
(
戸

Z
E
L
h
s
s
夫
、
S
E
E
p
s
b

"
均
号
、
『
同
潟
、
号

E
旬、

E
z
r
b
h
E
S
包
包
・
宅
日

E
t回
参
照
)
。
し
貯
が
っ
て
、
先
行
し
て
い
た
「
人
民
L

D
昂
揚
に
さ
さ
え
ら
れ
つ

つ
、
議
合
が
、
す
で
に
「
樺
利
詰
願
」
に
出
古
れ
て
い
た
立
憲
君
主
制
の
要
求
を
、
あ
ら
た
め
て
提
出
し
た
と
き
、
そ
れ
は
容
易
に
成
就
さ

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
n

だ
が
マ
ル
ク
ス
は
、
議
舎
の
立
憲
君
主
制
要
求
そ
む
も
白
の
な
か
に
、
闘
争
の
危
機
を
見
出
し
て
い
る
。
議

舎
に
代
表
さ
れ
た
新
貴
族
・
プ
ル
ジ
弓
ア
ジ
ー
は
「
下
層
民
が
革
命
。
て
は
大
謄
に
な

P
、
手
を
だ
す
と
と
を
知
っ
て
」
い
た
が
ゆ
え
に
、

「
で
き
る
だ
け
革
命
な
し
に
、
穣
使
な
方
法
ぞ
、
絶
謝
王
制
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
〔
王
制
〕
に
縛
佑
さ
せ
よ
う
」
と
し
た
の
で
あ
る
(
マ
ル

ク
ヌ
『
道
徳
的
批
列
と
批
判
的
誼
徳
』
選
集
第
二
審
八
一
頁
善
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
立
憲
君
主
制
要
求
は
そ
れ
白
様
、
「
プ
ル
ジ
弓
ア
ジ
|

「
イ
ギ
リ
ス
革
命
は
、
な
ん

b
同
様
の
古
典
的
保
守
主
義
の
事
賞
金
示
さ
ず
」
、
「
チ
ャ
ル
正
一

と
人
民
と
が
同
盟
す
る
以
外
に
は
貴
校
は
け
っ
し
て
た
治
さ
れ
え
な
い
」
(
マ
ル
ク
ス
『
-
フ
イ
】
}
ツ
シ
ャ
1

・
4

オ
バ
ハ
ダ
]
紙
の
共
産
主
義
』

マ
ル
ク
ス
日
ヱ
シ
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
D
ス
革
命
前
伺

第
七
十
七
巷

四
七

第
六
蹴

五



マ
ル
ク
ス
H

エ
y

ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
9
ス
草
命
請
伺

ー
趣
集
静
二
容
一
八
一
且
)
己
の
時
期
ぞ
の
、
闘
争
の
基
本
僚
件
K
入
っ
た
誼
裂
の
、
最
初
心
兆
候
ゼ
あ
っ
た
。
モ

L
て
、
こ
の
諮
裂
己
そ

「
ブ
ル
ジ
ア
ジ

l
D
す
べ
て
の
卑
屈
な
恭
順
さ
に
も
か
か
わ
b
ず」

第
七
十
七
巻

四
七

第
六
説

五

カJ

(
マ
ル
タ
ス
『
道
徳
的
批
判
と
批
列
的
道
徳
』

l
選
集
第
二
各
八
一

頁
)

「
王
様
そ
れ
自
悼
む
自
己
保
存
本
能
と
、

主
模
の
後
楯
で
あ
り
そ
白
支
任
て
あ
る
枇
舎
と
が
、
王
樺
を
・
あ

b
た
に
そ
そ
白
か

し
℃
、
い
っ
た
ん
あ
た
え
た
譲
歩
を
撤
回
さ
せ

反
革
命
白
胃
除
を
治
か
さ
せ
る
」
(
マ
ル
ク
ス
『
公
務
執
行
妨
害
教
唆
罪
に
よ
る
巡
回
裁

一
六
回
一
年
一
月
三
目
、
ハ

Y
プ
デ

y
b
五
名
の
議
員
を
逮

到」

l
選
集
第
四
巻
凹
O
四
頁
)
す
き
を
興
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、

拍
ぜ
ん
と
す
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
ク
ー
デ
タ
が
起
り
、
そ
れ
は
結
局
、
事
態
を
内
乱
に
ま
ゼ
押
し
進
め
た
の
て
あ
る
。

し
か
し
、
一
議
舎
の
革
命
軍
指
道
は
、
依
然
と
し
て
、
立
憲
京
主
制
的
志
向
に
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
「
イ
ギ
リ

ス
議
官
軍
の
一
初
期
の
将
軍
濯
の
あ
キ
ま
り
」
に
ふ
れ
て
、

部
分
政
治
上
の
気
の
と
が
め
か
ら
裂
し
た
も
の
ぞ
あ
る
。
か
れ
は
議
舎
の
目
的
に
王
直
に
し
た
が
っ
た
が
、
し
か
し
け
っ
し
て
熱
心
に

「
エ
セ
フ

F
ス
〔
イ
ギ
y
ス
革
命
相
期
の
議
官
軍
指
掠
官
〕
の
軍
事
的
失
敗
は
大

て
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
か
れ
は
大
敗
北
に
つ
い
て
左
に
よ
り
も
大
勝
利
を
お
そ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
芹
コ

l
v
イ
の
己
と
ば
を

引
用
し
て
い
る
(
マ
ル
ク
ス
寸
ア
メ
D
カ
問
題
』

i
選
集
補
径
一
、
一
九
四
1
主
頁
参
照
)
。
議
曾
の
指
導
理
念
は
「
職
争
は
ふ
る
い
基
礎

の
う
え
に
復
興
す
る
こ
と
を
顧
慮
し
て
、
厳
密
に
事
務
的
た
平
り
方
て
遂
行
す
べ
き
ぜ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
な
に
よ
り
も
原
理
の
問
題

に
影
響
主
治
よ
ぼ
ナ
革
命
的
傾
向
か
ら
閏
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
」
(
前
掲
害
一
九
五
貝
)
と
い
う
黙
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、

車
両
王
制
に
劃
す
る
と
と
も
に
、
た
に
よ
り
も
ま
づ
「
人
民
」
の
革
命
的
昂
揚
に
封
抗
す
る
志
向
て
あ
る
。
初
期
議
曾
軍
が
、
封
建
民
兵

に
依
捜
し
、
軍
隊
指
揮
の
カ
1
ス
ト
と
地
方
的
セ
ク
ト
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
モ
の
軍
事
的
結
果
が
あ
H
つ
ぐ
敗
北
で
あ
っ
た
と
い
う
根

擦
は
、
主
音
に
己
の
鮪
に
か
か
わ
っ
て
悼
る
。

己
う
し
↑
議
舎
白
動
格
的
態
度
と
「
人
民
」
祇
抗
の
激
化
の
う
ち
に
、
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ヲ
ー
の
一
あ
い
だ
に
は
は
や
く
か
ら
事



十
忙
し
た
一
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
介
裂
が
明
日
と
な
る
。
エ
ン
グ
ル
ス
は
、

「
イ
ギ
H
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
展
巾
と
か
ら

み
て
、

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
は
、
政
治
擢
力
を
獲
得
す
る
遁
は
二
つ
し
か
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、

「
か
れ

b
は
兵
隊
の
い
な
い
将

校
臼
軍
隊
」
で
あ
っ
て
、
己
の
兵
隊
を
「
人
民
」
か
ら
千
に
入
れ
る
ほ
か
た
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、

「
人
民
L

と
「
同
盟
を
確
保
す
る
か
、

モ
れ
と
も
上
居
で
か
れ
ら
と
樹
立
し
て
い
る
諸
勢
力
、
こ
と
に
王
様
か
ら
政
治
権
力
を
す
こ
し
づ
っ
買
い
と
る
か
」
し
な
け
れ
ば
な
ら

た
か
っ
た
、
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
会
ン
ゲ
ル
ス
『
プ
ロ
シ
ヤ
軍
事
問
題
と
ド
イ
ツ
傍
働
者
探
』
|
選
集
第
十
二
春
一
一
一
一

l
三
頁
参
照
)
。

ヱ

ン

ゲ
ル
ス
の
こ
の
指
摘
は
、
革
命
の
過
程
て
新
貴
校
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
モ
れ
の
あ
い
だ
を
動
揺
し
た
二
つ
の
立
場
の
ち
が
い
と
と
も

に
、
こ
の
時
期
に
か
け
る
新
貴
旋
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
。
ー
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

1
i長
老
沃
と
濁
立
汲
の
「
人
民
」
に
た
い
す
る
態
度
の

相
異
を
銃
く
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
前
者
に
封
抗
し
て
、
「
人
民
」
と
の
同
盟
の
遣
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス

は
、
調
立
汲
H
U
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
、
前
者
に
釣
抗
し
て
登
場
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
(
マ
ル
ク
ス
『
ア
メ
9
カ
問
題
』
|
選
集
補
巻
一
、

一
丸
田
|
五
頁
参
照
)
。
自
信
に
満
ち
た
力
強
H
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
姿
は
、

マ
ル
ク
ス
の
論
文
の
↓
な
か
に
た
び
た
び
え
が
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
(
マ
ル
ク
ス
『
ル
イ
・
ポ
ナ
パ
ル
ト
の
プ
ηJ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』
選
集
弗
五
巷
一
二
λ
丸
頁
、

マ
ル
ク
ス
『
体
験
の
批
拍
』

1
選
集
第
三
巻

三
八
六
頁
参
照
)
、
そ
の
際
マ
ル
ク
ス
は
、

ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
背
後
に
あ
っ
た
「
イ
ギ
リ
ス
人
民
」
と
「
時
間
骸
に
な
っ
て
い
た
議
曾
」
と

を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
(
マ
ル
ク
ス
『
ベ
ル

D
ン
の
反
車
命
』
|
選
集
弟
三
巷
三
一
一
六
頁
参
照
)

O

た
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヨ

l
マ
ン
が
ク
ロ
ム
ウ
ノ

エ
ル
の
主
力
昔
、
な
し
た
と
勺
ワ
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
(
『
資
本
論
』

l
長
谷
部
課
第
一
巻
一
一

O
凹
頁
参
照
)
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
一
一
ュ

1
・
4

t

J

ア

ル
・
ア
ミ
イ
が
、
己
の
時
期
て
の
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
の
進
歩
的
グ
ル
ー
プ
と
「
人
民
」
と
の
同
盟
の
具
購
的
態
様
て
あ
っ

一
六
四
四
年
十
一
月
の

F
エ
ン
ト

y
・
キ
ャ
ス
ル
の
軍
事
舎
諮
問
に
ゐ
け
る
ク
ロ
ム
ウ
ヱ
ル
と

セ
ル

7
T
3
5・7
デ

ftス

「
議
員
就
官
自
禁
令
」
に
よ
る
前
者
白
手

そ
し
て
、

マ
Y

チ
z

ス
グ
の
衝
突
は
、
己
の
同
盟
と
長
老
派
と
の
針
立
て
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
、

マ
ル
ク
ス
E

エ
ン
グ
ル
ス
の
イ
ギ
ヲ
ス
草
命
論
付

第
己
十
七
巻

四
t二

第
六
按

五



マ
ル
ク
ス
H

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
楠
伺

第
七
十
七
省

四
七
回

第
六
鵠

豆
四

中
へ
の
一
草
命
指
導
権
心
推
移
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

=ュ

l
・
モ
デ
ル
・
ア

1
ミ
イ
を
か
か
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
と
と
に

工
つ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
軍
組
織
が
或
程
度
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
が
念
速
に
豆
業
軍
に
た
い
す
る
勝
利
を
か
ち
と
っ
た
と
と
を
理
解
し
う
る
。
一
六
四
七
年
一
一
月
、
ス
コ
ッ
ト

「
革
命
軍
は
革
命
的
に
組
織
し
な
け
れ
ば
在

b
ぬ
」
と
い
ろ
原
則
を
賢
現
し
え
た
こ
と
、

ラ
ン
下
軍
に
と
ら
わ
れ
た
子
ャ

l
ル
ズ
の
議
舎
へ
の
引
き
渡
し
を
も
っ
て
第
一
女
内
慨
は
終
り
を
つ
げ
た
。

己
の
一
革
命
の
第
一
段
階
を
特
徴
づ
け
℃
い
る
の
は
、
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
O
の
長
老
祇
と
総
立
派
へ
の
分
裂
と
、
後
者
へ
の
指

導
権
の
一
推
移
お
工
び
そ
れ
の
一
「
人
民
」
と
白
同
盟
て
あ
る
。

エ
ソ
グ
ル
ス
の
一
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

草
合
の
高
揚

1
l共
和
制
闘
争
ま
た
は
濁
立
汲
と
レ
ヴ
ェ
ラ
I
ズ

濁
立
沃
白
「
人
民
」
に
た
い
す
る
指
導
白
具
煙
的
根
擦
は
と
も
あ
れ
、

一
般
陀
、

E 一
封
建
貴
族
と
プ
ル
ク
ョ
ア
ジ
!
と
の
一
樹
立
と
左

b
ん
で
、
搾
取
者
と
被
搾
取
者
と
の

一
般
的
劉
立
が
存
在
し
、
そ
し
て
と

の
事
情
こ
そ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

d

l
の
代
表
者
た
ち

r、
自
分
た
ち
は
あ
る
特
殊
の
階
級
の
代
表
者
ゼ
は
も
仏
〈
て
、
在
や
ん
で
い
る
会

人
類
白
代
表
者
て
あ
る
と
主
張
す
る
と
と
が
で
き
る
上
う
『
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
(
ヱ
ン
ゲ
ル
ヌ
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
謹
集
第
イ
凹

巻
八
七

l
八
頁
)
。

エ
ン
グ
ル
ス
は
、
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
を
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ナ
ポ
V
オ
Y
と
を
一
身
に
関
現
し
た
」
人
物
て
あ
る
と

呼
ん
で
い
る
(
エ
シ
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
D
ス
の
欺
態
』
!
選
集
補
巻
五
、
八
九
頁
参
照
)
。
調
立
訴
が
「
人
民
」
を
指
導
し
え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

グ
ロ
ム
ウ
エ
ル
は
、
イ
ギ
り
ス
革
命
の
ロ
ベ
ス

γ
一
エ
ー
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
マ
ル
グ
ス
は
、

一
般
に
共
和
制
の
時
期
が
、
他
の

い
か
な
る
時
期
に
も
ま
し
て
、
新
し
い
「
社
合
問
題
」
の
提
起
さ
れ
る
激
し
い
階
級
闘
争
の
時
期
、

h

い
か
え
れ
ば
、
営
面
の
敵
た

、
、
、
、
、
、

る
絶
劉
王
制
を
用
品
倒
し
て
の
ち
、
革
命
勢
力
内
部
に
か
く
さ
れ
て
い
た
新
し
い
階
級
闘
争
が
あ
ら
わ
に
な
る
時
刻
、
で
あ
る
己
と
を
指

摘
し

τ
い
る
(
マ
ル
ク
ス
『
遺
徳
的
批
判
と
批
刊
的
道
標
』
|
選
集
第
二
巻
六
五
ー
ー
と
且
多
照
)
。



一
六
四
七
年
の
夏
、
議
曾
の
長
老
慌
に
工
る
軍
隊
の
解
散
と

7
イ
ル
ラ

Y
F
勤
務
の
一
新
軍
創
設
の
策
謀
に
溺
抗
す
る
軍
内
部
の
勤
格

ヲ
u
d

ク
・
ア
ン
ド
フ
ァ
イ
ル

の
過
程
て
、
上
級
賂
校

l
積
立
汲
の
日
和
見
主
義
に
封
立
し
て
、
下
士
官
・
兵
U
H

「
人
民
」
は
、
レ
ず
エ
ラ
1

4
〈
を
自
ら
の
代
表
と

し
て
登
場
せ
し
め
た
。
己
白
封
立
は
ロ

γ
ド
ン
溢
軍
の
の
ち
一
静
強
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
エ

Y
F
ル
ス
は
次
の
主
う
に
か
い
て
い
る
。

一
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
そ
の
援
生
以
来
、
且
分
の
反
針
物
を
せ
お
っ
て
い
た
。

宇
で
、
同
時
に
首
時
の
各
種
勤
労
陥
絞
の
利
害
の
代
表
者
を
も
っ
て
任
じ
る
?
」
と
は
で
き
た
に
し
て
も
、
大
き
た
市
民
的
運
動
の
あ
る
ご
と
に
一
泊
代
プ

ロ
V

タ
リ
ア

1
T
O
先
駈
者
た
る
多
少
と
も
政
畏
し
た
階
級
の
白
主
的
た
う
ご
き
が
い
つ
も
あ
ら
わ
れ
た
。
た

L
Cえ
ば
ド
イ
ツ
農
民
践
が
す
の
時
代
に
お

レ
m
v
エ
ラ

i
d

げ
る
再
洗
暗
涙
と
ト
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ア
浪
、
イ
ギ
リ
ス
大
革
命
に
お
け
る
平
等
訳
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
お
け
る
パ
プ
1
7
波
の
よ
う
な
人
々
が
壬

お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
、
た
ー
と
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
貴
族
と
の
闘

れ
で
あ
る

u

ま
だ
未
討
別
だ
っ
た
階
級
の
こ
れ
ら
の
革
命
的
武
装
蜂
起
に
並
行
し
て
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
的
表
明
が
あ
ヲ
た
」

(
エ
ン
ザ
ル
ス

『
反
デ
ュ

l
p
ン
グ
論
』

l
選
集
第
十
四
巻
八
八
頁
)
。

註

ス

ダ

1
p
ン
は
古
典
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
軍
命
を
念
頭
に
お
い
で
と
う
b
い
て
い
る
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
草
命
は
勤
労
者
お
工
び
被
搾
取
者
大
車
問
動
努

岩
で
あ
り
、
被
搾
取
者
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
ヲ
て
、
と
れ

ι幾
官
高
の
大
乗
主
多
少
と
も
畏
い
期
聞
に
わ
た
り
て
、
フ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
ま
わ
り
に
結
集
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る

i
」
(
ス
タ
1
刃
シ
『
レ
ー
ェ
シ
主
義
の
諮
問
題
に
止
せ
て
』
ス
タ
ー
リ
シ
全
集
第
八

巷
三
七
頁
)
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
日
封
立
士
、

一
六
凶
七
年
八
片
に
目
さ
れ
た
樹
立
汲
の
憲
法
案
「
建
議
裏
目
』

同

E
p
t
匹。

F
G勺
QE
と
十
月
に

出
さ
れ
た
V

ず
エ
ラ

l
Z
D
『
人
民
協
約
」

4
Z
〉
岡
町
耳
目
。
昇
。
ご
7
0
E
4
-
n
と
白
ち
が
い
に
象
徴
的
に
見
る
と
と
が
で
き
る
。
前
者
白

「
壬
権
の
制
限
」

H
H
立
憲
君
主
制
、
後
者
自
そ
れ
は
、
「
人
民
主
権
」

i
共
和
制
で
あ
っ
た
。
前
者
は
そ
の
内
容
に
治
い
て
、

眼
目
は
、

四
六
年
に
山
て
い
た
長
4
4
訳
の
王
に
た
悼
す
る
妥
協
案
「
A

ユ

l
・
カ

l
ス
ル
提
案
』
司
ヨ
ワ

E
E
S
邑

Z
Z
Q邑
o

と
根
木
的
に
異
な

る
と
己
ろ
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
濁
立
祇
は
、
新
貴
旋
・
フ
ル
ジ
ゴ
ア
ジ

l
白
一
グ
ル
ー
プ
た
る
性
格
を
露
呈
し
た
。
相
州
立
祇
と
レ

マ
ル
ク
，
A

M

守
一
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
9
ス
車
命
論
付

努
七
十
七
巻

四
七
五

第
六
披

主
主



マ
ル
グ
λ

H

Z

ン
F
ル
ス
の
イ
ギ
y
ス
草
A
W
論
同

第
七
十
七
缶
四
七
六
第
六
披
五
六

ず
エ
ラ

l
ズ
白
封
立
は
、
い
ま
や
、
前
節
て
ふ
れ
た
こ
っ
心
革
命
白
や
り
か
た
、
「
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
君
主
主
義
的
同
由
主

義
」
と
「
人
民
的
共
和
主
義
的
民
主
々
義
」
と
の
針
立
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
革
命
は
人
民
の
権
源
で
あ
っ
た
。
革
命
の
う
え
に

人
民
は
そ
の
激
烈
な
要
求
を
う
ち
た
て
た
。
草
命
は
、
人
民
、
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
あ
て
て
ふ
り
だ
し
た
手
形
で
あ
っ
た
。
草
命
に
よ

っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
政
権
に
到
達
し
た
。
プ
字
よ
♂
が
政
権
を
え
た
日
に
こ
白
手
芝
浦
胡
と
な
っ
た
。
・
革
命

1
i

人
民
が
そ
れ
を
口
に
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
諸
君
、
プ
ル
タ
ョ
ア
は
口
。
E
H
R
骨
目
。
宮
古
E
Z
て

あ
る
、
す
た
わ
ち
公
安
委
員
曾
て
あ
る
。
諸
君
は
こ
凶
公
安
委
員
舎
に
支
配
権
を
あ
た
え
た
、
だ
が
そ
れ
は
諸
君
に
諸
君

ω利
徒
に
ヲ

い
て
王
様
と
協
定
さ
せ
る
た
め
で
は
た
く
、
諸
君
を
し
て
王
権
に
反
謝
し

τ、
吾
々
山
利
袋
、
人
民
山
利
一
祉
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
が
あ

ワ
た
の
だ
、
と
」
(
マ
ル
ク
ス
『
プ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
l
k
反
革
命
』
選
集
第
三
春
一
二
六
一
頁
)

O

他
t
H

「
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
は
確
信
し
て
い
た
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
主
権
と
協
定
す
る
に
は
、
'
あ
き
ら
か
に
た
っ
た
一
つ
の
障
害
が
の
こ
る
だ
け
だ
、
そ
れ
は
人
民

l
ヰ
ッ
プ
ス
山

hv
わ
ゆ
る
担
批
だ
が
邪
心
を
も
ッ
た
小
児
ー
だ
と
o

人
民
と
革
命
だ
け
だ
と
」
(
前
掲
寄
三
六
一
頁
)
o

一
六
四
七
年
十
一
月
プ
ト
一
一
イ
臼

軍
隊
曾
議
に
お
hv

℃
、
ア
イ
ア
ト
ン
と
レ
ィ

Y

ポ
ロ
の
あ
い
だ
に
交
さ
れ
た
論
争
は
、
ま
さ
し
く
、
乙
の
二
つ
の
見
解
の
樹
立
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
月
白
ウ
エ
ア
に
お
け
る
レ
ず
エ
一
フ

l
r
p
叛
乱
は
鋲
盛
さ
れ
、
軍
内
部
に
あ
フ
た
そ
の
革
命
の
申
心

組
織

P
C
2
3
-
F
E色
。

=Z〉
門
耳
は
解
散
さ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
さ
き
に
み
た
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
が
委
常
す
る
。

ナ
な
わ
ち
、
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
い
と
「
人
民
」
と
心
同
盟
に
入
っ
た
と
の
第
三
の
短
裂
が
、

一
六
四
八
年
五
月
の
第
二
女
内
乱

の
チ
ャ
ン
ス
を
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
奥
え
た
の
て
あ
っ
た
。

i;E 

一九
O
五
年
の
車
A
W
を
分
析
し
た
障
の
レ
1

一
一
シ
の
択
の
言
葉
に
注
意
さ
れ
た
い
。

「
わ
れ

y
k
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
輩
命
を
支
持
す
る
態
度
が
不
徹
底
で
利
己
的
で
臆
病
た
も
の
だ
と
い
う
と
と
を
、
理
論



の
う
え
ト
b
如
?
て
い
る
。
プ
ル
ジ
ヲ
ア
ジ
ー
は
そ
の
狭
い
利
己
的
な
利
揺
が
滞
足
さ
料
る
や
い
な
や
、
徹
底
的
民
主
々
義
か

b
『
尻
ど
み
す

る
』
ゃ
い
な
や
革
命
に
反
針
し
、
人
民
に
反
封
ず
る
で
あ
ろ
う
。
の
と
っ
て
い
る
の
は
『
人
民
』
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
9
ア
1
ト
左
農
民
で
あ

る
」
(
レ
I
ニ
ン
『
民
主
々
義
革
命
に
担
け
る
批
骨
民
主
識
の
ご
つ
り
職
術
』

l
閲
民
文
庫
版
一
一
八
九
頁
)
。
「
人
民
」
と
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に

づ
い
て
の
こ
の
理
解
は
、
保
件
が
ち
が
い
、
事
柄
の
も
ロ
ウ
エ
イ
ト
が
決
定
的
に
ち
が
う
唱
と
は
い
え
、
な
お
レ
1
-
一
Y
H
F

「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
革
命

的
武
器
障
」
か
ち
な
に
を
皐
ん
だ
か
喜
一
計
す
一
ワ
の
例
で
あ
る
。

反
革
命
の
脅
威
主
前
に
し
て
、
漏
立
沃
は
ふ
た
た
び
「
人
民
」
と
同
盟
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
己
う
か
い
て
い
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
も
ま
た
か
れ
の
議
曾
の
こ
唱
と
を
か
れ
の
人
民
に
訴
え
た
。
か
れ
は
議
曾
に
た
い
し
て
武
棒
を
と
れ
と
人
民
に
よ
び
か

け
た
@
し
か
し
人
民
は
閤
王
反
針
を
陸
自
L
、
人
民
を
代
表
し
な
い
議
員
を
す
べ
て
議
曾
か
ら
お
い
出
し
、
と
ど
の
つ
ま
り
と
う
し
て
人
民
の
ほ
ん
主

う
の
代
表
者
と
な
ヮ
た
議
曾
を
つ
う
じ
て
闘
主
白
首
を
き
ら
せ
た
む
か
れ
の
人
民
に
た
い
す
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
う
り
た
え
は
、
こ
う
い
う
結
末
に

お
わ
ヲ
た
。
こ
の
こ
と
が
お
う
』
ヲ
士
の
は
一
六
四
九
年
一
月
三
十
日
の
こ
主
だ
っ
た
(
ず
ル
グ
ス
『
ラ
イ
=
ッ
シ
ャ
1

・
ベ
オ
バ
戸
タ
1
紙
の

共
産
主
義
』

i
器
集
第
二
巻
一
九
頁
)
。

可
ル
ク
ス
の
こ
の
言
葉
は
、
王
を
虞
刑

L
P
の
が
ほ
か
た
わ
ぬ
「
人
民
」
イ
あ
っ
た
こ
と
と
あ
の
「
プ
ラ
イ
ド
む
踊
滑
」
の
烹
義
と
者

教
え
て
〈
れ
る
。
ェ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
閣
玉
の
庭
刑
が
、
「
臆
病
J
t
一
用
心
深
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
の
た
し
え
た
い
と
こ
ろ
J

し
あ
っ
て
、

「
人
民
的
ゆ
き
す
ぎ
」
に
よ
っ
て
の
み
敢
行
さ
れ
え
た
と
と
を
強
調
し
た
二
ン
ゲ
ル
λ

『
典
的
唯
物
論
に
つ
い
1

て』

1
選
集
第
十
四
巷
六
一
一

頁
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
い
う
と
と
が
て
き
る
。
「
兵
士
の
い
左
い
将
校
だ
け
の
軍
隊
」
た
る
濁
立
祇
は
、

「
兵
±
」

1
「
人
民
」
に
劃
す
る
指
謹
を
快
復
し
え
弁
反
面
、
問
分
の
欲
し
た
か
っ
た
「
人
民
的
ゆ
者
す
罫
」
の
登
現
王
の
鹿
刑
と

共
和
閑
の
宣
言
を
代
償
止
し
て
支
捕
わ
ね
ば
た
ら
な
か
っ
た

h
o
し
か
も
己
の
瞬
間
に
沿
い

τず
ら
、

「
人
民
」
の
運
動
が
繍
立
涙

に
従
属
し
て
い
汗
貼
に
一
初
期
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
共
請
し
た
特
徴
が
み

b
れ
る
心
で
あ
る
(
マ
ル
ク
ス
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
反
革
命
』

1

マ
ル
ク
ス
"
エ
シ
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
ηJ
ス
革
命
前
伺

第
七
十
七
替

四
七
七

第
六
蚊

主
七



五
人

選
集
第
三
各
三
五
四
頁
参
照
)
。
ェ

y
グ
ル
ス
の
一
言
葉
を
か
り
て
い
う
な
ら
ば
、
己
白
同
じ
瞬
間
に
グ
ロ
ム
ウ
主
ル
は
、
最
一
一
角
度
に
「
ロ
ベ

ス
ピ
エ

l
ル
」
て
あ
り
え
た
が
、
同
時
に
「
ナ
ポ
レ
オ

y
化
」
の
途
上
に
あ
っ
た
。
ウ
エ
ア
の
蜂
起
鎮
肱
一
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ

H
ス
草
命
に
あ
っ
て
は
、
「
ジ
キ
コ
パ

y
鴻
裁
」
の
樹
立
き
れ
る
前
に
、
ナ
ゼ
に
「
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
」
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

程

一

イ

ギ

UJ
ス
草
命
に
お
け
る
土
地
改
草
に
つ
い
て
『
費
本
論
』
の
な
か
に
衣
の
伎
漣
が
み

b
れ
る
。
「
彼
年
(
土
地
所
有
者
1
引
用
者
)
は
到
建
的

土
地
制
度
を
陵
止
し
た
。
す
な
わ
ち
、
土
抽
の
負
う
岡
家
へ
の
給
付
義
務
を
ふ
り
す
で
て
、
農
民
層
そ
の
他
の
人
民
犬
家
に
た
い
す
る
課
税
に
よ
ヲ

て
闘
家
の
損
害
を
『
賠
償
』
し
、
彼
等
が
封
建
的
名
義
を
有
し
た
に
と
ど
室
る
領
地
の
近
代
的
私
有
躍
を
要
求
し
、
最
後
に
か
の
居
住
法
を
制
定
す
る

に
至
ヲ
た

L

(

長
谷
部
課
第
一
各
一
一

O
王
頁
)

B

こ
の
言
葉
は
、
復
古
主
朝
下
で
法
制
的
確
認
を
う
け
た
(
し
た
が
っ
て
と
と
で
は
復
古
王
朝
期
D

こ
主
と
し
て
か
か
れ
て
い
る
)
と
乙
λ
一
の
一
六
四
ハ
年
の
ナ
イ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
阿
見

m
z
m
g
z
B
左
後
且
識
判
所
と
の
底
止
の
木
町
質
的
意
義
に
ふ
れ
て

い
る
ロ
す
な
わ
ち
、
王
に
た
い
す
る
封
建
的
義
務
を
底
止
し
、
農
民
に
た
い
す
る
封
建
的
名
義

l
コ
ピ
ー
ホ
ー
ル
ド
そ
の
他
を
夜
ナ
と
止
に
ヱ
ヲ
て
、

地
主
の
土
地
所
有
を
近
代
的
所
有
権
と
し
て
確
認
し
た
イ
ギ

D
ス
的
な
「
上
か

b
」
の
土
地
改
革
の
意
義
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
位
、
「
分
割
地
所
有
田

創
設
に
よ
ヲ
て
大
土
地
所
有

E
底
止
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
か

ιイ
ギ

3
ス
革
命
を
本
質
的
に
直
則
す
る
」
政
治
的
保
件
主
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
太

土
地
所
有
者
の
大
部
分
と
の
永
続
的
連
合
」
に
求
め
て
い
る
羽
田

Z
L
P
E
A
¥
G
5
5
N
Z
?・
3
芸
星
間
)
。
二
前
簡
で
ふ
れ
た

E
 

よ
う
に
ζ

の
同
じ
新
貴
族
の
土
地
所
有
の
確
立
過
程
は
、
他
方
で
は
農
民
円
上
暦
が
宅
地
所
有
の
側
に
く
み
込
ま
れ
る
泊
料
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ギ
リ
ス
革
命
に
あ
ヮ
て
は
、
「
人
民
」
は
き
わ
め
て
破
れ
や
ナ
い
、
い
わ
ば

7hJ
ナ
い
皮
」
に
つ
り
ま
れ
て
い
た
に
す
智
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
人
民
の
上
層
(
都
市
小
プ
ル
と
農
村
富
農
的
要
素
)
の
大
多
数
の
人
民
(
中
・
貧
農
と
プ
U

レ
ダ

D
ア
ー
ト
)
か

b
の
品
川
離
の
街
化
が
、
す

で
に
一
六
四
じ
年
か

b
の
レ
グ
占
ラ
I
ズ
&
「
員
の
レ

v
a
ラ
1
ズ」

1
デ

4
ッ

ガ

1
ズ
と
の
分
裂
し
て
の
登
場
に
照
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

コ

ろ
う
か
。
上
の
土
地
改
革
の
温
程
去
、
の
ち
に
ふ
れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
遺
症
が
と
の
分
裂
を
促
挫
し
て
い
る
の
で
出
る
。
三
と
う
し
た
土
地
所
有
の

倒
k
「
人
民
」
の
側
と
の
こ
つ
の
傑
件
が
、
フ
ラ
ン
ス
草
A
W
K
こ
唱
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
草
命
が
完
全
な
「
人
民
的
恐
怖
政
治
」
を
知
ち
な
い
弱
さ
を

規
定
し
、
そ
れ
が
玄
た
、
乙
の
草
命
の
保
守
的
性
柏
を
決
完
L
た
1
ζ

息
わ
れ
る
。
さ
き
の
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
は
、
と
の
貼
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を

奥
え
て
い
る
。
ま
た
、
ヰ
ン
ゲ
ル
ス
が
ア
ラ
ン
ス
革
命
と
こ
唱
と
な
る
イ
ギ

y
ス
草
命
の
「
上
か

b
」
の
妥
協
的
性
絡
を
、
前
者
に
お
け
る
ロ

1

マ
揖

の
採
用
に
針
す
る
、
後
者
に
布
り
る

F
ル
マ
ン
設
の
残
存
の
ろ
ち
に
象
徴
的
に
み
て
い
る
貼
に
も
詰
責
さ
れ
た
い
(
エ
ン
ザ
ル
ス
『
史
物
唯
物
論
に

マ
ル
ク
ス
H

ヱ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
リ

J

ス
革
命
論
付

第
七
十
七
巻

四
七
八

第
六
観



つ
い
て
』

i
挫
集
第
占
四
者
六
六
頁
参
照
)
。
な
お
こ
れ
b
D
射
に
つ
い
て
は
、
記
々
本
誌
に
連
載
さ
料
る
こ
と
に
な
ヲ
て
い
る
武
暢
夫
氏
の
、
ソ

ず
品
ト
皐
界
の
イ
ギ
U
J

ス
草
A
W
研
究
を
紹
介
し
た
語
論
文
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

レ
ず
ェ
ニ
フ

l
ズ
や
デ
ィ
ッ
ガ

1
1
の
田
市
し
た
役
割
と
そ
の
た
ど
っ
た
運
命
と
士
、
エ

Y
、
ケ
ル
ス
の
一
次
の
一
文
か
ら
績
み
と
る
こ
と
が

J

し
き
る
。

「
こ
う
し
た
よ
り
急
記
筒
な
要
求
も
個
々
の
場
合
は
寅
現
さ
れ
も
し
た
け
れ
ど
も
、
多
く
の
場
合
は
一
瞬
間
だ
け
で
あ
ヮ
て
、
も
ヲ
と
穏
和
な
探
波
が

ふ
た
た
び
優
勢
と
な
っ
て
最
後
に
獲
得
し
た
成
栄
は
、
全
部
が
ま
た
は
一
部
分
ふ
た
た
び
う
L
K
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
敗
北
者
は
う
ら
ぎ
り
を
き

け
ん
だ
り
、
ま
た
敗
北
を
偶
然
の
せ
い
に
し
た
り
し
た
。
し
か
し
宜
際
り
事
情
は
た
い
て
い
つ
き
の
1
」
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
最
初
の
勝
利
で

獲
得
さ
れ
に
成
呆
は
、
も
っ
と
合
主
的
な
無
涯
の
第
二
回
の
勝
利
に
よ
ヮ
て
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
確
立
さ
れ
目
前
の
必
要
事
が

淫
成
さ
れ
る
と
、
A

出
金
源
と
か
れ
ら
の
成
功
は
ふ
た
た
び
鐸
重
か
ら
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
六
革
命
よ
り
は
じ
ま
ヲ
た
一
世
代

の
あ
ら
ゆ
る
革
命
が
こ
う
し
た
特
徴
を
一
目
し
て
い
る
」
(
エ
ン
ザ
ル
ス
「
ア
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
守
へ
の
序
文
』

l
選
集
第
五
巷
一
六
O
l
一一且)。

と
う
し

τあ
の
「
人
民
」
的
昂
揚
も
、
結
局
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
む
た
め
の
遺
骨
は
き
清
め
た
結
果
土
在
ヮ
た
。
こ
れ

b
の
業
振
も
運
動
の

表
面
か
ら
姿
を
消
し
、
ェ

y
グ
ル
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
軍
事
的
専
制
」
の
時
期
が
加
と
ず
れ
る
の
ぞ
あ
る
。

己
白
草
命
の
第
二
段
階
新
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
ー
に
「
人
民
」
の
針
立
L

仁
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
昂

揚
の
成
果
の
横
奪
、
す
な
わ
ち
後
者
の
敗
北
で
あ
る
。

革
命
の
退
潮

1
l護
民
官
制
か
ら
名
審
草
命
へ

E さ
き
に
引
用
し
た
エ

Y
ゲ
ル
ス
の
会
進
祇
に
か
ん
す
る
絞
誌
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、

だ
が

r
E
へ
、
た
に
を
契
機
と
し
て
消
え
て
い
っ
た
か
は
、
依
然
と
し
て
時
さ
れ
た
問
題
ぞ
あ
る
。
エ

y
r
b
ス
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
時

「
ア
イ
ル
ラ

y
r
t軍
事
的
に
支
配
し
、
こ
己
に
新
し
い
貴
族
令
づ
く
り
が
す
必
要
が
な
か
づ
た
ら
、
イ
ギ
リ
ス
て
も

「
人
民
」
勢
力
衰
退
の
原
閃
解
明
に
一
般
的
解
答
を
奥
え
て
い
る
。

代
に
ふ
れ
て
、

マ

λ

ク
ス
H

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
D
ス
ド
革
命
論
的
H

第
七
十
匂
巷

四
七
九

第
六
競

主
九



マ
ル
ク
ス
"
ヱ

y
F
ル
ス
の
イ
ギ
刃
ス
革
命
論
付

第
七
十
己
巻

四
八

C

第
六
競

ノ、
O 

事
強
は
，
へ
つ
の
経
過
を
た
ど
っ
た
と
h
う
己
と
だ
け
は
、
僕
に
は
た
し
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
『
一
八
六
九
年
十
月
二
十
四
日
付
エ
シ

p
i
y
か

ιマ
ル
ク
ス
へ
』
選
蕗
第
八
巻
五
一
九
頁
)
と
か
い
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
も
ま
た
こ
の
考
え
を
う
け
い
紅
て
(
『
一
八
六
九
年
十
二
月

十
日
付
マ
ル
ク
ス
h
b
z

ン
ザ
ル
ス
へ
』
|
選
集
第
八
岱
五
三
八
頁
参
照

J

、
「
ア
イ
ル
ラ

Y
F
人
を
イ
ギ
リ
ス
む
柘
植
民
に
よ
っ
て
駆
逐
し
よ
う

ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
賛
行
」
に
言
及
し
た
(
前
掲
脊
五
一
一
一
一
頁
参
照
)
。
「
革
命
的
傾
向
」
を
も
っ
た
軍
隊
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
祇
遣

は
、
間
骨
奪
地
の
分
給
と
kw
う
餌
(
し
か
も
、
地
鼻
持
品
各
自
E
B
D
事
質
上
白
塗
放
延
滞
と
そ
の
間
に
島
け
る
一
郊
に
よ
る
地
券
買
集
め

を
許
し
た
こ
と
〕
に
よ
っ
て
、
「
人
民
」
勢
力
の
分
裂
を
促
進
し
、
そ
れ
を
骨
抜
き
に
す
る
放
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
、

「
ア
イ
ル
ラ

Y
F
が
イ
ギ
リ
ス
地
主
制
の
牙
城
」
に
か
え
ら
れ
、
ア
イ
ル
ラ

Y
F
と
イ

y
グ
ラ

Y
F
D
「
人
民
L

勢
力
が
「
敵
封
ず
る

と
し
た

二
つ
の
陣
替
」
に
分
裂
さ
吐
ら
れ
た
乙
と
を
示
唆
し
て
い
る
(
マ
ル
ク
ス
『
間
際
持
働
者
協
合
綿
評
議
脅
か
ち
在
シ
ユ
ネ
1

ヴ
ラ
テ
ン
系
A

イス

人
連
盟
協
議
官
に
あ
て
た
凹
批
』

1
選
集
第
八
巻
五
=
二
頁
善
照
)
。
本
質
的
に
味
方
で
あ
っ
た
は
ず
の
雨
園
の
「
人
民
」
は
、
カ
}

p

y

ク
と

プ
ロ
テ
ス
グ

Y
ト
と
い
う
宗
教
的
ち
が
い
に
加
う
る
に
、

一
方
が
他
方
に
た
い
す
る
征
服
者
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の

う
ち
に
同
盟
者
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
っ
た
。

「
イ
ギ
リ
ス
白
躍
に
お
け
る
人
民
の
運
動
は
、

7
イ
ル
ラ
ン

F
人
と
の
確
執
の
た

め
に
す
ベ
て
麻
持
山
川
態
に
お
か
れ
る
」

こ
と
と
な
っ
た
心
て
あ
る
(
『
マ
ル
ク
ス
か
与
ク
1
ゲ
ル
マ
シ
へ
』

1
選
集
第
八
巻
五
二
凹
頁
参
照
)
。

「
土
地
寡
顕
制
の
前
哨
」
の
ア
イ
ル
ラ

y
ド
て
心
建
設
が
、
一
方
で
奮
王
建
と
新
貴
族
・
プ
ル
d

ョ
ア
ジ
一
官
接
近
せ
し
め
、
グ
ロ
ム

ウ
エ
ル
の
軍
事
調
裁
の
保
件
を
作
り
だ
す
と
と
も
に
、
他
方
「
人
民
」
を
決
定
的
に
分
裂
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
う
し
て
、
己
の
ア

イ
ル
ラ

Y
F
遠
征
と
レ
グ
エ
ラ

1
ズ
の
敗
北
己
モ
が
、
ま
さ
し
く
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
保
守
的
性
格
(
「
地
主
的
・
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

要
素
心
優
勢
な
ブ
ル

O
ョ
ア
的
本
命
」
へ
の
移
行
〕
色
決
定
し
た
の
ぞ
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
が
、

「
事
賢
グ
ロ
ム
ウ
エ
ル
治
下
り
イ
ギ
リ

ス
共
和
閣
は
、

7
イ
ル
ラ

γ
ド
て
破
産
し
た
の
だ
。
前
車
の
轍
を
ふ
む
な
か
れ
」
(
前
損
害
有
二
五
頁
)
と
か
い
た
と
き
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ



の
こ
と
を
指
摘
し
て
h
る
の
そ
あ
る
。

睦

エ

y
p
ル
ス
は
「
あ
る
民
族
が
仙
の
民
族
を
隷
属
さ
砕
る
と
と
が
、
こ
の
教
院
さ
せ
る
側
の
民
放
に
と
ヲ
て
ど
ん
な
不
幸
な
と
と
で
あ
る
か
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
露
呈
に
か
る
と
唱
と
が
で
き
る
」
(
『
エ
シ
ザ
ル
ス
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
』
選
集
第
八
春
五
一
九
頁
)

L
か
い
た
。
か
れ
は
、
主
午
後

に
と
の
致
訓
を
「
他
国
民
を
抑
歴
し
て
い
る
凶
民
は
、
自
分
自
身
を
も
解
放
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
L

(

且ン
F
ル
ス
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
宣
言
書
』

l
選
集
第
十
一
一
一
缶
入
七
頁
)
唱
と
い
う
有
名
な
命
題
に
定
式
化
し
た
。
乙
の
命
題
は
、
の
ち
に
γ

ル
ク
ス
主
義
の
後
椴
者
建
に
よ
っ
て
帝
関
正
義
ー
と
草

命
運
動
左
の
闘
謹
に
ワ
い
て
の
怯
則
に
遊
民
さ
せ
ら
れ
た
。

ア
イ
ル
ラ

Y
F
遠
征
を
契
機
正
し
て
、
「
所
有
者
階
級
の
妥
協
」
が
成
立
し
、
軍
事
的
専
制
が
樹
立
さ
れ
た
と
き
、

産
」
口
H
王
制
復
古
へ
の
誼
は
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
エ
ン
グ
ル
ス
は
、
一
六
六

O
年
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
家
の
復
活
を
、

可
避
的
反
動
」
白
鴎
結
と
し
て

F
一b
え
て
い
る
(
エ
シ
ゲ
ル
ス
『
史
的
唯
物
論
に
つ
い
て
』

l
選
集
第
十
四
巻
六
二
頁
参
照
)
。
だ
が
同
時
に
そ

「
共
和
闘
の
破

「

不

引
は
「
反
動
化
の
ゆ
き
ナ
ず
こ
の
出
種
目
閉
止
な
り
、
「
新
し
い
童
心
」
に
よ
コ
て
再
調
整
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
前
掲
脊

マ
ル
グ
ス
は
「
絶
封
王
制
か
ら
立
憲
君
主
制
へ
の
推
移
は
一
般
に
、
共
和
制
を
経
て
の
ち
は
じ
め
て
成
就
す
る
、
も
の
J
1

六
三
頁
参
照
)

G

あ
る
が
、

そ
の
と
き
て
も
奮
王
朝
は
無
用
白
も
白
と
な
り
、

(
同
・
胃
R
F

王
位
纂
奪
者
た
る
傍
系
者
に
地
位
を
誠
、
b
ぎ
る
を
え
左
い
」

h
p
sう
さ
弐
C
S江
主
ぷ
民
主
、
匂
訟
。
)
と
か
い
で
い
る
。
復
古
手
朝
崩
壊
の
直
接
的
諮
原
閃
の
う
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
二
つ
の
黙
を
指
摘

1
J
 

L
℃
い
る
。
一
「
宗
教
改
革
に
上
っ
て
て
き
た
新
地
主
の
カ
ト
リ
ァ
グ
復
活
に
た
い
す
る
恐
怖
L

と
「
商
工
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
一
、

f
 

、ー

か
れ
ら
の
取
引
陀
は
決
し
て
週
令
し
一
な
か
ヲ
た
カ
ト
リ
ッ
グ
に
た
い
す
る
嫌
悪
L
、
二
「
ス
テ
ュ
ア
ト
家
が
、
自
分
と
ぞ
一
の
宮
廷
貴

「一

族
の
利
径
の
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
工
業
金
悼
を
商
業
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
貨
り
渡
し
た
冷
淡
さ
」
て
あ
る
(
出
》
戸
司
日
古
参
照
)
O

こ
う
し
て
一
六
八
八
年
、
い
わ
ゆ
る
名
零
革
命
が
起
っ
た
。

己
れ
を
「
貧
弱
た
事
件
」

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、

と
よ
び
、

「
自
由
主
義
的
史
家
」
に
よ
る
「
名
響
革
命
」
と
い
う
呼
稀
骨
瑚
笑
し
た

マ
ル
ク
ス
刷
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
3
ス
草
命
諭
伺

第
七
十
b
巻

四

i¥ 

第
宍
鵠



マ
ル
ク
ス
H

L

Y

F

ルス
O

イ
ギ
u
y

ス
革
帝
論
的

第
七
十
七
各

四
J'、

第
六
皆

ー」/、

(
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
『
史
的
唯
物
論
に
つ
い
て
』
選
集
第
十
四
巷
六
二
頁
参
照
)
。

マ
ル
ク
ス
は
、
己
の
い
vp
う
べ
き
「
穏
健
さ
」
の
摂
擦
を
、
新

貴
族
と
7
ル
世
ョ
ア
♂
!
の
同
盟
が
す
て
に
確
立
し
て
い
た
と
と
に
求
め
て
い
る
(
同
民
R
♂

h
h
g
g
A
1
C
S
N
え
?
凶
E
ト

唱

唱

出

品

。

T
4

参
照
)
。

「
細
か
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
紛
府
中
が
な
か
っ
た
と
は
h
え
な
い
が
、

今
関
正
し
て
は
、
貴
族
的
寡
頭
政
治
は

か
れ
ら
自
身
F

の
終
消
的
繁
勢
一
が
、
工
業
的
治
よ
ぴ
商
義
的
プ
ル
グ
司
ア
ジ
ー
の
そ
れ
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
乙
と
を
知
り
す
ぎ

る
ほ
い
と
知
っ
て
い
た
」
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
民
的
唯
物
請
に
つ
い
て
』
|
選
集
第
十
四
巷
六
回
頁
)
の
で
あ
っ
た
。
し
↑
一
が
っ
て
、
す
ィ
リ
ア
ム
=
一

刊
が
週
え
て
い
れ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
革
命
の
過
程
て
よ
り
強
化
き
れ
作
新
貴
校
・
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
中
軸
と
す
る
所
有
者
階
級

の
濯
合
昔
、
最
終
的
に
支
臨
の
座
に
つ
け
、
そ
の
一
貫
し
汗
要
求
た
る
立
憲
君
キ
ナ
制
を
質
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
た
ら
た
か
ヲ
た
。
ま
吉

し
く
「
「
名
春
革
命
』
は
オ

v
y
デ
会
ウ
ィ
リ
ア
ム
コ
一
世
と
と
も
に
、
地
中
南
的
お
よ
び
資
木
家
的
貨
殖
家
を
も
支
配
者
た
ら
し
め
た
」

(
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
長
谷
部
曹
第
一
容
一
一

O
R

六
頁
)
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
オ
ラ
ン
グ
公
子
の
治
下
を
「
ホ
イ
ッ
グ

蛍
一
が
イ
ギ
リ
ス
帝
圏
の
牧
入
を
賃
借
し
、
イ
ン
グ
ラ

Y
F
銀
行
が
設
ホ
さ
れ
、
・
・
:
・
・
保
護
関
税
制
度
が
確
立
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
沿

い
て
勢
力
均
衡
が
最
後
的
に
確
買
さ
れ
た
時
代
」
と
し

τ、
ま
た
「
議
舎
の
園
民
的
承
認
L

に
よ
る
事
質
上
の
「
濁
占
の
時
代
」
と
し

て
特
徴
づ
け
て
い
る
(
マ
ル
ク
ス
『
京
イ
ン
ド
曾
世
、
そ
の
歴
且
k
活
動
の
成
果
』

1
選
集
第
八
巻
一
九
O
頁
参
照
)
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
海
外

帝
園
建
設
の
一
山
由
選
射
士
た
し
て
い
る
の
ゼ
あ
る
。
だ
が
同
時
に
マ
ル
グ
ス
は
、
己
の
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勝
利
の
時
代
に

あ
っ
て
、

「
下
院
が
一
般
平
民
か
ら
議
曾
に
た
い
す
る
代
表
権
を
う
は
っ
た
」
己
と
を
指
摘
し
て
、

る
と
周
様
に
、
・
・
・
フ
ル
ジ
ョ
ア
ク
ー
の
決
定
的
勝
利
が
、
人
民
に
た
い
す
る
も
っ
と
も
あ
か
ら
さ
ま
な
反
動
と
同
時
に
お
己
っ
て
い

「
己
こ
で
も
ほ
か
の
場
合
に
治
け

る
こ
と
の
例
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
」

(
前
回
明
書
一
九
一
一
且
)
と
注
意
す
る
己
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

ζ

白
革
命
の
最
終
段
階
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
中
軸
と
す
る
大
所
有
者
連
合
の
成
立
と
、
そ
れ



を
基
礎
と
し
た
軍
事
調
裁
、
さ
ら
に
立
憲
君
主
制
の
樹
立
￥

b
I
び
そ
の
「
人
民
」
に
た
い
す
る
最
終
的
支
配
の
確
育
て
あ
る
。
こ
う

し
て
、

「
イ
ギ
リ
ス
革
命
は
、
申
唐
政
府
と
二
つ
の
閑
民
的
政
黛
(
ト
I
P
4
と
ホ
イ
ッ
グ
I
引
用
管
)
白
創
立
と
を
も
っ
て
か
わ
っ
た
」

(
エ
シ
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
9
ス
の
扶
態
』
!
選
集
補
巷
五
、
人
九
頁
)
の
で
あ
っ
た
。

四

イ
ギ

9
A
草

命

の

イ

デ

オ

官

ギ

1

マ
ル
グ
ス
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
チ
!
の
反
封
建
問
手
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
解
明
す
る
弁
め
に
は
、
「
プ
ル
グ
ョ

7
0
1が
、
・
:
:
封
建

的
生
産
関
係
を
廃
止
す
る
に
い
た
る
ほ
ど
か
れ

b
の
生
活
保
件
軒
設
展
さ
せ
て
斉
一
た
駒
」
ま
で
の
、
プ
ル

O
ョ
ア
的
岸
産
諸
闘
係
議
展

の
歴
史
を
読
明
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
と
、
し
た
が
っ
て
、
「
封
建
的
所
有
持
関
係
の
殴
止
L
L

近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
舎
の
確
烹
と
は
、

核
心
と
し
て
の
一
定
の
理
論
的
原
則
に
も
と
づ
き
、
そ
こ
か
ら
古
ら
に
す
す
ん
だ
諸
結
論
を
み
ち
び
告
一
だ
す
、
あ
る
教
義
の
結
果
て
は

け
っ
し
て
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
「
持
理
論
は
、
質
問
問
的
運
動
の
理
論
的
表
現
に
ほ
か
た
ら
た
か
っ
央
」
が
ゆ
え
に
、

「
よ
り
多
く
あ
る
い
は
工
り
一
少
〈
宗
根
的
ぞ
あ
り
一
、
満
断
的
て
あ
る
か
を
、
正
確
に
誼
求
す

運
動
り
そ
の
も
の
の
護
展
程
度
に
薩
じ
て
、

る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
合
強
調
し
た
(
マ
ル
ク
ス
『
誼
標
的
批
判
と
批
判
的
遺
徳
』
選
集
第
三
巻
八
七
八
人
頁
参
照
)
。

註
だ
が
ず
ル
グ
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
メ
の
見
解
を
卑
俗
な
経
辞
決
定
論
に
解
消
す
る
と
と
は
あ
申
ま
り
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
「
種
々
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
I
的
領
域
に
狗
自
の
歴
史
的
費
民
を
み
と
め
な
い
の
で
あ
る
か

b
、
・
そ
れ
与
の
も
の
に
ど
ん
な
履
且
的
作
用
を
も
み
と
め
な
い
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
」
マ
ル
ク
ス
抗
刻
家
た
ち
の
ば
か
げ
た
中
僚
に
と
た
え
て
、
エ
ン
ヂ
ル
ス
は
か
い
て
い
。
、
「
ζ

の
根
底
に
は
、
原
因
と
結
果
と
を
固
定
L
、

相
互
に
劃
立
し
た
極
と
す
る
ふ
つ
う
の
非
緋
設
法
的
な
考
え
か
た
が
工
と
た
わ
ヲ
て
い
る
。
究
立
作
用
は
ま
ヮ
一
た
く
看
過
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
毘
且
的
事
一
闘
は
、
ひ
と
た
び
他
の
、
け
ヮ
き
ょ
〈
は
経
済
的
な
事
貨
に
上
ヲ
て
、
と
の
位
に
お
し
だ
さ
れ
る
や
い
な
申
と
ん
ど
は
そ
の
周
園
に

た
い
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
自
身
の
原
悶
に
た
い
し
て
さ
え
、
反
作
用
を
お
よ
ぼ
し
う
る
句
と
い
う
こ
と
を
、
と
の
紳
士
た
ち
は
、
ほ
伺
と
ん
ど
故
意
に
わ

マ
ス
タ
ス
H

エン

F
ル
ス
の
イ
ギ
D
ス
革
命
請
H
H

第
也
十
七
各

四
ノ1、

第
六
競



マ
ル
ク
ス
阻
ヱ
シ
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ

uJ
ス
革
命
諭
伺

第
七
十
七
巻

四
八
四

第
六
鵠

六
回

ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
『
エ

y
F
ル
ス
か
ち
メ
ー
リ
ン
グ
へ
』
選
集
第
十
五
巻
五
コ
一
頁
)
と
。
そ
し
て
謹
に
、
白
熱
史
と
こ
正
な
り
、
一
世
曾

且
に
あ
っ
て
は
「
意
識
さ
れ
た
企
岡
、
意
欲
さ
れ
た
目
標
な
し
に
は
、
な
に
ど
と
も
静
一
生
し
な
い
」
左
述
べ
て
、
歴
山
見
の
経
過
?
支
配
す
る
「
内
百

的
・
一
般
的
な
法
則
」
が
あ
〈
ま
で
基
本
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
が
「
倒
々
の
時
代
ξ
事
件
止
の
隠
史
的
都
究
」
に

k
ヲ

て
重
要
で
あ
る
ζ

1

4

を
指
摘
し
℃
い
る
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ル

1
γ
ウ
ィ
ヒ
・
フ
す
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
「
イ
ツ
古
典
背
阜
の
終
結
』
選
集
第
十
荒
巻

四
八
九
瓦
参
照
)
。
し
か
し
ま
た
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
か
れ
正
マ
ル
ク
ス
が
常
時
の
甑
念
誌
と
針
決
L
て
「
稚
掛
的
基
礎
事
質
h
M
b
政
治
的
、
法
樟
的
そ

の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
念
に
よ
り
て
媒
介
さ
れ
た
行
動
を
hm
ち
が
き
だ
す
こ
主
に
宜
貼
を
お
品
ね
ば
な
ち
な
か
ヲ
た
」
が
ゆ
え
に
、
「
形

式
的
な
面

1
ー
と
れ
ら
の
翻
念
が
い
か
に

L
て
う
ま
れ
る
か
ー
ー
を
隼
閑
に
ふ
し
て
き
た
」
と
ξ
、
そ
れ
が
「
や
が
て
論
敵
の
誤
解
に
絶
好
の
櫛
官

在
あ
た
え
た
」
こ
唱
と
を
自
己
批
判
し
て
い
る

Q
R
ン
ザ
ル
ス
か

b
メ
l
p
y
r
へ』

i
選
集
第
十
主
密
三
三
頁
参
照
)
。
わ
れ

y
k
i
は
、
プ
ロ
レ
ダ

B
ア
菅
識
と
プ
ロ
レ
ダ
リ
ア
識
の
草
命
に
お
付
る
目
的
意
識
的
な
活
動
の
殺
到
忙
つ
い
て
は
、
レ

1
a
シ
の
勢
作
『
た
に
を
な
す
べ
き
か
』
(
レ
I

Z

ン
二
替
選
集
2
所
牧
)
を
も
ヮ
て
い
る
。
プ
ル
ジ
ョ
ア
車
命
に
担
け
る
フ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
円
程
割
り
と
、
そ
の
内
容
の
プ
ロ
レ
夕
刊
y

ア
思
想
と
と
唱
と
な
る
理
論
的
限
界
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
な
論
理
的
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
(
な
お
ル
カ

1
チ
『
階
級
意
識
論
』

I
平
井
俊
彦
謹
ー

を
参
照
さ
れ
た
い
て

十
三
世
相
か
ら
十
七
世
相
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ナ
べ
て
の
反
封
建
闘
争
は
、
多
か
れ
少
か
れ
宗
教
的
た
外
被
を
ま
と
っ
て
闘

わ
れ
て
い
る
会
ン
ゲ
ル
ス
『
ル

1
ド
ワ
4
ヒ
・
フ
才
イ
ヱ
ル
パ
ッ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
串
の
梓
結
』
選
集
第
十
五
春
四
六
九
頁
参
照
〕
。

イ
ギ
リ

ス
革
命
は
、

こ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
た
大
闘
争
の
最
後
白
例
て
あ
る
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
史
的
唯
物
論
に
つ
い
て
』

l
選
集
第
十
四
巻
六
一
一
六

頁
参
照
)
。

エ
V
グ
ル
ス
は
、
こ
の
時
期
陀
あ
っ
て
は
、
教
舎
が
「
封
建
障
制
を
蹴
臆
さ
れ
た
裂
な
る
柴
光
を
も
っ
て
つ
つ
み
、
ま
た
み
づ
か

b

は
、
こ
り
封
建
献
を
ひ
た
が
た
に
し
て
み
づ
か
ら
の
数
舎
内
に
職
階
制
度
を
づ
く
り
だ
し
て
い
た
」

(
エ
ン

F
ル
ス
『
空
想
よ
り
科
革
へ

O

社
曾
主
義
の
設
展
』
|
選
集
第
十
四
各
五
九
瓦
)
こ
と
、

そ
の
た
め
に
「
敬
養
そ
の
も
の
が
木
質
的
に
紳
墜
的
た
性
格
を
お
び
・
・
・

教
合
心



ド
グ
マ
は
そ
白
ま
ま
政
治
土
の
公
理
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
聖
書
の
聖
何
は

法
律
と
同
じ
妨
カ
を
も
ヮ

τhvた」

(
エ
ン
ザ
ル
ス
『
「

イ
ッ
農
民
戦
争
』

1
選
集
第
十
六
巻
一
三
頁
)
こ
と
を
説
明
し
て
い
る

こ
の
事
情
乙
そ
が
、

「
封
建
制
に
た
い
す
る

す
べ
て
の
革
命

的
な
社
合
的
政
治
的
な
教
義
が
、
同
時
に
す
ぐ
れ
て
神
間
車
的
な
異
端
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
ヮ
た
」

ン
グ
ル
ス
に
主
れ
ば
、
己
白
異
端
に
「
最
も
直
接
的
な
利
害
を
も
っ
て
い
た
階
殺
は
、
ブ
ル
ジ
司
ア
ジ
ー
で
あ
っ
た
」

『
且
的
唯
物
論
に
づ
い
て
』
選
集
第
十
回
答
六
O
頁
多
用
)
。
モ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
あ
っ
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
グ
Y

テ
イ
ズ
ム
の
一
種

(
前
掲
書
二
三
頁
)
理
由
で
あ
る
。
エ

(

Z

シ
ゲ
ル
ス

と
し
て
の
ピ
ュ

l
p
グ
一
一
ズ
ム
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

且
ン
グ
ル
ス
は
、
プ
ロ
テ
ス
グ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
最
初
の
一
人
、
ル
ッ
グ
ー
を
、
総
封
王
制
成
立
期
に
治
け
る
騎
士
的
・
市
民
的
陣
瞥

の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
と
ら
え
(
ヱ
シ
ゲ
パ
ス
『
F
イ
ッ
農
民
戦
争
』
|
選
集
第
十
六
巻
一
一
九

l
三
四
頁
参
照
)
、

か
れ
が
、

「
ま
さ
に
絶
封

王
制
が
要
求
し
て
い
た
よ
う
た
宗
教
」
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
且
的
唯
物
請
に
づ
い
て
』
撰
集
第
十
回
答
六
一
頁
)
を
つ
〈
り
だ
し
た
こ
と
を
指
摘

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
た
。
だ
が
カ
ル
グ
ィ
ン
は
、
は
じ
ま
ろ
う
と
す
る
マ
ニ
ュ
フ
プ
タ
チ
ュ

7
時
代

l
プ
ル
ジ
ョ

7
革
命
時
代
白
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
て
あ
っ

、
、
、
、
、

「
ル
ッ
グ
ー
が
ヤ
ぶ
れ
た
と
と
ろ
ゼ
、
カ
ル
グ
ィ
ン
は
勝
っ
た
」

(
前
掲
書
六
一
頁
)
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
と
プ
ロ
テ
ス
グ
ン
テ

た。イ
ズ
ム
の
閥
蓮
に
つ
い
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
プ
ロ
テ
ス
グ
Y
ト
的
エ
ト
ス
、
し
た
が
っ
て
モ
れ
を
に
社
う
人
聞
が
ま
づ
存
在
し
、
モ

れ
が
近
代
資
本
主
義
を
つ
く
り
だ
し
た
と
み
る
ウ
ェ

1
パ
l
的
見
解
と
は
逆
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
敷
設
そ
の
も
の
を
、
そ
己
て
は

経
済
法
則
が
盲
目
的
た
自
然
法
則
4
し
て
、
個
ん
的
左
意
固
か
ら
離
れ
て
戸
徹
す
る
と
己
ろ
の
、
託
代
資
木
主
義
己
と
に
そ
の
誕
生
の

由
競
争
に
成
功
す
る
か
破
産
す
る
か
は
、

カ
ル
ず
ィ

Y

の
「
「
恩
恵
の
選
び
』
は
、
商
業
界
て
自

個
々
人
に
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
諸
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
賓
を
、
宗
教

的
に
表
現
し
た
も
の
て
あ
っ
た
。
『
古
れ
ば
欲
す
る
者
に
も
よ
ら
ず
、
は
し
る
者
に
も
よ
ら
ず
、
た
だ
あ
わ
れ
み
た
ま
う
者
に
』
(
新
約

時
代
の
経
済
過
程
の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
H

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
9
ス
革
命
論
付

第
七
十
七
巻

四
八
五

第
六
日
田

{
ハ
主



マ
ル
ク
ス

H
Z
ν
F
ルス
O
イ
ギ
9
ス
草
A
W
論
帥

第
七
ナ
じ
巻

四
八
六

第
六
盟

六六

聖
書
ロ
マ
書
九
章
十
六
節
〕
、
ナ
た
わ
ち
す
〈
れ
た
未
知
の
経
済
的
諸
力
に
よ
る
、
と
い
う
白
ぜ
あ
っ
た
。
そ
し
℃
こ
の
こ
と
は
、
こ
と
に

こ
の
経
済
事
情
同
盟
半
の
時
代
に
お
hv

て
ま
っ
た
く
異
賢
て
あ
ヮ
た
」

(
前
掲
書
六
一
頁
)
の
で
あ
る
。
モ
し
て
カ
ル
ず
f

y
の
数
曾
制
度

が
「
民
主
的
」
て
あ
っ
た
か
ぎ
り
，
ど
う
し
て
「
現
世
白
園
々
が
依
然
と
し
て
モ
心
園
王
だ
白
司
教
だ
の
領
主
だ
白
に
隷
属
し
て
い
る

と
い
う
己
と
が
・
Ee--
ゆ
る
さ
れ
ょ
う
か
」
(
前
掲
書
六
一
頁
参
照
)
。
こ
う
し
て
、
モ
れ
は
、

「
イ
ギ
リ
ス
ゼ
抽
出
じ
ら
れ
た
プ
ル
ジ
ョ
ア
革

命
の
第
二
幕
に
た
い
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
衣
裳
を
捷
供
し
た
。
と
こ
に
カ
ル
グ
ィ
戸
主
義
は
、
"
が
づ
か
ら
営
時

ωブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級

白
利
益
の
民
に
宗
教
的
な
扮
装
て
あ
る
己
と
を
立
詮
し
た
」

(
守
一
ン
ゲ
ル
ス
『
ル
I

ド
ウ
4

ヒ
・
ア
オ
イ
2

1

F

パ
ヌ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
昌
明
白

棒
桔
』
!
選
集
第
十
五
巻

f
O
ニ
頁
)
。
の
で
あ
る
。

だ
が
、
異
端
。
「
墜
を
あ
げ
た
の
は
、
ま
ブ
諸
大
間
半
平
都
市
の
質
業
家
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
己
の
関
心
撃
は
、
や
が

τ主
た
不
可
避

的
に
地
方
り
人
民
大
衆
、
農
民
た
ち
の
あ
い
だ
に
、
つ
よ
く
反
響
」
世
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
克
的
唯
物
論
に
づ
い
て
』

l

選
集
第
十
四
者
六
O
頁
参
照
〕
。
ェ

y
ゲ
ル
ス
は
、
中
世
後
期
の
反
封
建
闘
争
に
二
つ
の
形
態
を
医
別
し
℃
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
封
建
制

に
た
い
す
る
新
興
都
市
の
反
抗
」
と
「
む
さ
だ
し
の
農
民
反
胤
」
て
あ
る
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ツ
農
民
峨
守
』
話
集
第
十
六
桂
二
三
|
四

頁
多
照
)
。
か
れ
は
、
己
の
「
二
つ
の
形
態
の
中
世
的
具
端
の
た
か
に

i
:
・
市
民
的
反
封
派
と
農
民
的
・
平
民
的
反
封
沃
と
の
大
い
な
る

樹
立
の
先
駆
」
(
前
調
書
二
回
頁
)
を
見
い
だ
し
て
い
る
o

そ
し

τ、
「
市
民
的
・
ル
ァ
グ

1
的
」
た
プ
ロ
テ
ス

F
Y
テ
イ
ズ
ム
や
「
イ

ギ
リ
ス
の
ピ
品
|
リ
グ
ン
」
は
ま
さ
に
、
市
民
的
異
端
臼
系
列
に
ほ
か
な

b
な
か
っ
た
(
前
掲
書
五
五
頁
参
照
)
。
「
農
民
と
平
民
の
欲
求

の
直
接
の
表
現
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
反
飢
と
結
び
つ
い
て
い
た
具
端
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
べ
つ
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

モ
れ
は
な
る
ほ
ど
'
'
市
民
的
異
端
の
あ
ら
ゆ
る
要
求
を
わ
け
も
っ
て
い
た
が
同
時
に
か
ぎ
り
左
く
前
進
し
て
い
た
」
(
前
掲
書
二
五
頁
)

の
て
あ
る
。



「
賎
民
的
資
本
主
義
」
と
「
資
本
主
義
の
一
精
神
」
の
持
主
と
を
区
別
す
る
ウ
ヱ
|
パ
|
的
視
角
と
具
た
り
、
禁
欲

倫
理
白
解
明
に
、
上
の
ご
つ
の
異
端
の
硯
角
を
一
貫
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
本
質
的
に
異
た
る
禁
欲
主
義
|
|
年
民
的
・
プ

ロ
ν
グ
リ
ア
的
禁
欲
宇
一
義
と
プ
ル
チ
ョ
ア
的
節
約
と
を
銑
く
封
比
し
て
い
る
ロ
前
者
は
「
一
面
て
は
支
回
階
級
に
む
か
つ
て
ス
パ
ル
タ

的
平
等
の
原
理
を
つ
斉
一
つ
け
る
も
の
ぞ
あ
り
、
他
面
て
は
、
一
世
曾
白
も
っ
と
も
下
づ
み
の
厨
が
と
れ
た
し
に
は
け
っ
し
て
運
動
に
う

つ
り
え
な
い
も
の
」

J

て
あ
り
、
「
か
れ
ら
の
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
展
開
」
す
る
た
め
に
「
か
れ
ら
を
し
て
現
存
の
一
世
合
秩
序
と
和
解

芦
一
せ
て
い
る
悼
っ
さ
い
の
も
の
を
、
み
ず
か
ら
ふ
り
す
て
る
」
己
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
前
場
普
五
五
買
参
照
)
。
「
こ
の
平
民

エ
Y
グ
ル
ス
は
v

的
・
プ
ロ
レ
グ
ロ
ア
的
禁
欲
主
義
は
、

モ
白
あ

b
け
ず
り
の
狂
信
的
左
形
式
か
ら
み
て
も
、

そ
白
内
容
か

b
み
て
も
、

市
民
的
ル
ッ

グ
式
の
そ
ラ
ル
ギ
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
!
日
グ
ン
が
詩
敬
す
る
よ
う
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
禁
歓
主
義
と
は
、
ま
っ
た
く
ち
が
ヲ
て
い
る
」

ヱ
ン
グ
ル
ス
は
、
己
の
倫
理
士
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
振
や
再
洗
龍
源
〔
ζ

の
派
は
、
イ
ギ
ud
ス
革
命
に
あ
ヮ
て
も
、
ク
エ
ー
カ
ー

(
前
掲
菩
E
Z
頁)。

や
第
五
五
岡
訟
と
勾
と
も
に
、
レ
ゲ
子
フ
1

ズ
中
デ
ィ
ッ
J
H
I

ズ
4

と玄
E
り
合
ヲ
て
現
れ
て
い
る
)
の
教
説
の
う
ち
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

方
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
禁
欲
主
義
心
「
全
秘
密
は
、
要
す
る
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
節
約
た
の
ゼ
あ
る
」
(
前
掲
菩
五
五
頁
)

0

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
う

か
い
て
い
る
。

「
貨
幣
蓄
蔵
者
は
金
Lr
し
い
う
抑
神
に
彼
の
肉
腫
的
快
梁
を
犠
牲
と
す
る
u

彼
は
禁
欲
の
一
一
回
育
を
信
奉
す
る
。

勤
勉
・
節
約
お
よ
び
貧
欲
が
彼
の
主

篠
宮
な
し
、
多
く
販
頁
し
少
〈
購
買
す
る
こ
と
が
彼
の
経
済
阜
の
開
陸
を
な
す
」
(
『
資
本
論
』

l
長
谷
部
課
第
一
巻
二
六
三
頁
)
。

陸
「
市
民
的
反
劃
祇
」

k

「
農
民
的
・
平
民
的
反
劃
汲
」
止
の
あ
い
だ
に
一
線
を
ひ
き
、
前
者
の
「
不
決
断
」
を
後
者
の
「
草
命
性
」
に
罰
置
す
る

z
y
グ
ル
ス
の
調
角
は
、
マ
ル
ク
ス
H

レ
l

ユ
シ
主
義
に
口
県
に
特
徴
的
な
も
の
申
あ
る
。
レ
ー
ユ
シ
は
乙
う
か
い
て
い
る
。
「
世
界
の
プ
ル
ジ
ョ
ア

的
解
放
担
動
で
『
左
翼
プ
ロ
ッ
タ
』
職
術
に
事
例
と
模
範
E
提
供
し
な
い
よ
う
な
も
の
は
一
ワ
も
な
い
の
で
あ
ヮ
て
、
そ
と
で
は
と
れ
ら
の
運
動
の

マ
ル
ク
ス
N

且
シ
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
ηJ
ス
革
命
前
伺

第
七
十
七
巻

四
八
七

第
六
披

ノ、
4己



マ
ル
ク
ス
H

Z

シ
ゲ
ル
ス
の
イ
ギ
B
ス
革
命
論
M
H

第
七
寸
七
巷

四
八
八

第
六
披

ノ、
ノ、

す
べ
て
の
勝
利
の
要
因
は
こ
の
軸
術
の
成
果
、
と
の
方
向
で
の
職
の
指
導
と
ワ
ね
に
結
び
つ
き
、
自
由
主
義
の
動
揺
と
裏
切
り
と
に
反
封
し
て
い
る
。

『
左
翼
ブ
ロ
ッ
ク
』
戦
術
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
都
市
『
平
民
』
(
今
日
の
プ
ロ
レ
ダ
リ
ア
1
F
)

の
民
主
々
義
的
農
民
附
絞
と
の
同
盟
こ
そ
が
、
十

七
世
胞
の
イ
ギ

p
ス
革
命
と
十
八
世
紀
の
プ
ヲ
ン
ス
軍
命
止
に
そ
の
高
揚
と
力
主
を
興
え
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
λ

と
エ
ン
グ
ル
ス
は
そ
れ
に
つ
い

て一

λ
四
八
年
に
た
び

f
¥
い
っ
た
し
主
た
ず
ヲ
と
あ
ー
と
に
も
言
及
し
た
。
重
要
な
こ
L
は
、
マ
ル
ク
ス
も
エ
シ
グ
ル
ス
も
と
も
に
『
ル
ッ
タ

1
的

u騎
士
的
』
合
一
十
世
相
は
じ
め
の
ロ
Y

ヤ
話
に
直
せ
ば
自
由
主
義
的
地
主
的
)
反
封
祇
を
『
平
足
的

l
ミ
ユ
シ
ヅ
品
ル
的
』
(
同
じ
弓
よ
う
に

直
せ
ば
プ
ロ
レ

F
P
ア
的

l
民
民
的
)
反
出
祇
よ
り
優
先
す
る
乙
止
を
明
白
な
訣
り
と
考
え
て
、
世
曾
民
主
々
識
者
に
と
っ
て
施
封
に
不
誼
首
な
と

唱とだ
k
瓦
た
唱
と
い
う
ζ

主
で
あ
る
」
(
巧
同
門

B
F
=

、35守
ANR
早
母
、
お
号
事
、
-
p
s
a
S
E
R
J
回
同
ロ

E
Z
F自
白
o
m
n
Z
E
P
F
2
凹
∞
叫

ι)。
レ
I
-
ン
は
こ
乙
で
十
六
世
紀
九
四

b
二
十
世
相
に
い
た
る
す
べ
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
草
A
W

の
分
析
に
さ
を
の
覗
舟
が
滴
用
さ
れ
う
る
と
と
を
強

闘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
が
「
封
建
的
市
民
階
級
白
毅
を
ゃ
ぶ
り
ゼ
る
瞬
間
か
ら
、

E

・E
-

つ
ね
に
し
か
も
不
可
避
的

に
、
自
分
の
惑
か
師
て
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

l

}
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
」
事
情
を
説
明
し
て
、
「
同
様
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
平
等
の

要
求
は
、
プ
ロ
レ
グ
リ

7
的
な
卒
等
の
要
求
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
し
と
と
を
指
摘
し
た
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
反
デ
ュ

1

M
ン
グ
論
』
選

集
串
十
四
巻
二
二

O
頁
参
照
)
。
前
者
白
内
審
は
「
陪
蔽
的
特
櫨
の
慶
止
」
て
あ
り
、
後
者
は
「
陪
殺
の
駿
止
」
て
あ
る
(
前
掲
害
一
一

-
O
l

一
頁
参
照
)
。
わ
れ
わ
れ
は
、
と
う
し
た
「
農
民
的
・
平
民
的
」
な
倫
理
と
平
等
に
つ
い
て
の
要
求
主
、
つ
新
貴
族
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」

と
封
抗
し
て
「
人
民
」
を
代
表
し
た
左
沃
諸
黛
汲
の
主
張
の
た
か
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、

「
世
帯
閏
主
義
と
共
産

主
義
が
、
・
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
北
ア
メ
リ
カ
か
ら
出
同
盟
し
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
、

「
立
憲
主
制
が
除
表
さ
れ
た
瞬
間

に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
内
部
に
は
じ
め
て
た
ち
あ

b
わ
れ
た
」

「
も
っ
と
も
徹
底
的
左
共
和
主
義
者
」
の
一
例
と
し
て
、
レ
ず
ェ
ラ

ー
ズ
を
あ
げ
て
い
る
(
マ
ル
ク
ス
寸
道
徳
的
批
判
止
批
判
的
道
徳
』
選
集
第
二
容
六
一
一
瓦
多
照
)
。

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
蕪
沃
は

「
侯
領
制
と
共
和
制
に
か
ん
す
る
祉
合
問
題
」
が
解
決
さ
れ
て
も
、
か
れ
ら
自
身
の
世
曾
問
題
は
た
ん

b
解
決
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い



う
乙
と
の
理
解
を
く
み
と
っ
て
い
た
白
で
あ
っ
た
(
前
掲
書
ー
ハ
ニ
頁
参
照
)
。

イ
ギ

H
ス
草
命
に
お
け
る
宗
教
的
扮
装
は
、
き
ら
に
、
積
極
的
た
意
義
を
も
も
っ
て
い
た
の
ぞ
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、

「
ク
ロ
ム
ウ

エ
ル
と
イ
ギ
リ
式
園
民
が
、
奮
約
聖
書
か
ら
、
自
分
ら
の
ブ
ル

O
Z
7
革
命
の
た
め
白
こ
と
ぼ
や
情
熱
を
借
り
た
」
の
は
、
ほ
か
な
b

ぬ
「
プ
ル
世
ョ

7
的
に
制
限
さ
れ
た
そ
の
闘
争
内
容
を
自
分
自
身
に
か
く
す
た
め
」

だ
ヲ
た
と
か
い
て
い
る
(
マ
ル
ク
ス
『
ル
イ
・
ポ
ナ

バ
ル
ト
の
プ
ル
ユ
メ
ー
ル
十
八
日
』
|
選
集
第
五
径
二
八
四
買
参
照
)
。

エ

)Jrル
ス
は
、
「
主
ち
が
っ
た
意
識
て
た
さ
れ
L
、
「
木
来
の
原
動
力

の
己
と
は
か
れ
忙
は
し
ら
れ
ず
」
、
「
あ
中
古
っ
た
、
主
た
は
み
せ
か
け
の
原
動
力
主
想
像
す
る
」
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

過
程
に
言
及
し
亡
い
る
(
『
昌

y
p
ル
ス
か
b
メ
1
9
y
F
へ』

l
選
集
第
十
宜
容
五
三
二
頁
参
照
)
。

だ
が
、
現
賓
の
革
命
が
、
新
費
族
・
ブ

ル
ジ
ョ
ア
。
ー
を
中
必
と
し
た
大
所
有
者
階
級
D
妥
協
に
終
り
、
己
目
線
上
て
む
資
木
主
義
の
護
展
が
公
認
さ
れ
た
と
き
、
い
ま
平
そ

れ
を
徹
底
的
に
押
し
進
め
る
べ
き
ブ
舟
ジ
ョ
ア
合
理
主
義
己
モ
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
イ
ギ
ロ
ス
一
世
曾
白
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
嬰
草

ロ
ッ
ク
が
ハ
パ
ク

l
グ
(
へ
プ
ラ
イ
の
珠
官
者
引
用
者
)
を
排
斥
し
た
」
(
マ
ル
ク
九
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ

が
な
し
と
岬
り
ら
れ

τし
ま
う
と
、

ル
-r
の
7
ル
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
』
|
選
集
揮
五
巻
二
八
四
頁
)
の
ぞ
あ
る
。

z
y
Jゲ
ル
ー
に
よ
れ
ば
、

「
ロ
ッ
ク
は
、
宗
教
で
も
政
治
白
鮪
て

も

(
『
占
ン
ゲ
ル
ス
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
こ

1
選
集
第
十
宜
容
五
二
頁
)
。
他
方
、
穀
倉
制
度
モ

白
も
の
も
、
己
白
妥
協
的
解
決
に
ふ
古
わ
し
く
、
「
カ
ル
ず
ィ

γ
化
さ
れ
た
園
教
舎
」
の
成
立
に
結
果
し
売
の
て
あ
っ
た
(
エ
Y

グ
ル
ス

一
六
八
八
年
の
階
級
和
解
白
子
で
あ
っ
た
」

『
ル
ー
ド
ゥ
，
q

ヒ
・
フ
オ
4

ヰ
ル
バ
ァ
円
&
ド
イ
ツ
古
典
哲
畢
の
格
結
』

i
選
集
第
十
五
春
五

O
二
頁
参
照
)
。

だ
が
こ
う
し
た
妥
協
的
解
決
に
終
っ
た
と
は
い
だ
、
マ
ル
ク
可
へ
と
ェ

y
rル
ス
は
、
イ
ギ
u
y

ス
革
命
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
た
い
す
る

思
想
的
影
響
を
大
き
く
評
債
し

τい
る
(
同
害

F
h
均一号、

E
A刊
の
さ
苦
手
同
E
h
-
目
下
∞
供
品
)
。

「
フ
ラ

Y
ス
革
命
の
閏
由
思
想
は
、
ほ

か
た
b
ぬ
イ
ギ
リ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
も
た
ら
さ
れ
た
も
臼
ゼ
あ
っ
た
L
(
9
5
匂
・
出
品
参
照
)
。
ェ

y
F
ル
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
"
エ
ン
ザ
ル
ス
の
イ
ギ
D
ス
革
命
論
的
円

第
七
十
七
巻

四
八
九

第
六
披

九



マ
ル
ク
λ

H

エ
ン

F
ル
λ

の
イ
ギ
P
ス
草
命
前
H
H

第
七
十
七
巻

四
九
O

第
六
掠

七
O 

「
貴
族
的
・
秘
倖
的
」
で
あ
っ
た
ホ
ッ
プ
ス
、
ポ
1
H
Y
プ
ロ
|
グ
ら
の
唯
物
論
が
、
ロ
ッ
グ
を
へ
て
、

「
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
ラ
Y

1

に
移
植
さ
れ
、
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
設
か
ら
波
生
し
た
い
ま
一
つ
の
唯
物
論
哲
事
:
・
と
融
合
し
、
，

あ
か
る
み
に
て
て
き
た
」
己
と
、
モ
れ
が
h
T
が

τ
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
さ
い
し

τは
、
:
:
共
和
主
義
者
た
ち
ゃ
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち

ま
も
た
く
そ
の
革
命
的
性
格
が

に
そ
の
理
論
的
旗
印
を
あ
た
え
、

ま
た
あ
白
『
人
擢
宣
一
号
一
言
』
に
・
:
・
モ
の
喜
本
を
提
供
し
た
」

こ
と
を
分
析
し
て
い
る
(
品
シ
ゲ
ル
ス

イ
ギ
リ
ス
革
命
の
思
想
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
思
想

に
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

τ爾
来
一
世
紀
徐
に
わ
た
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
草
命
思
想
白
源
流
と
な
り
、
今
日
て
も
そ
の
革
命
的
核
心
は
、

戸
一
九
五
五
年
二
一
月
九
日
初
稿

『
且
的
唯
物
論
に
つ
い
て
』

l
謎
集
第
十
四
趨
六
上

l
六
頁
参
照
)
。

マ
ル
ク
ス
主
義
白
た
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
六
年
二
月
二
四
日
改
稿
)

(
本
稿
は
本
年
一
月
白
樫
酒
塵
曾
月
例
肝
究
報
告
曾
に
お
い
て
鼓
表
L
た
報
告
を
ま
と
め
た
お
し
た
h
の
で
あ
る
。
)




